
内
閣
告
示
第
二
号 

令
和
元
年
十
一
月
六
日
に
発
生
し
た
日
本
国
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
空
軍
第
三
十
五
戦
闘
航
空
団
所
属
戦
闘
機
Ｆ-

16

戦
闘
機
か
ら
模
擬
団
が
民
有
地
に

落
下
し
た
問
題
に
対
し
、
我
が
国
及
び
日
本
国
に
対
す
る
著
し
い
敵
対
行
為
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
存
在
が
我
が
国
の
存
立
に
著
し
い
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
国
家
や
企
業
に
対
す
る
制
裁
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
第
二
号
法
律
）
第
三
条
及
び
第
七
条
に
基
づ
き
、
制
裁
対
象
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

内
閣
総
理
大
臣 

 

ト
ミ
ー
長
官 

 

一 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
空
軍
第
三
十
五
戦
闘
航
空
団 

  

種
別 

期
間 

全
面
制
裁 

令
和
元
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
（
期
間
無
制
限
） 

本
邦
へ
の
如
何
な
る
行
動
等
を
禁
じ
る 


